
Ⅰ
不動産の売却時における税金

想いまで託される仕事を。

本資料は、平成26年４月１日現在の法令に基づいて作成されており、今後の法令改正等により内容が変更
となる場合がございます。実際の取扱いにつきましては、所轄の税務署等、専門家へご相談ください。

（1）特例の概要
　課税長期譲渡所得の中に優良住宅地造成等のための譲渡所得がある場合には、その譲渡所得に
対する税率が軽減されます。

（2）優良住宅地造成等のための譲渡
　優良住宅地造成等のための譲渡とは、次のような土地等の譲渡をいいます。
・一定の優良な建築物の建築事業（施行地区面積500m2 以上、建築面積150m2 以上）を行う者に

対する譲渡
・開発許可または土地区画整理事業の認可を受けて、公共施設の整備を伴う一団の宅地造成事業（市

街化区域内1,000m2 以上、非線引区域内3,000m2 以上、市街化調整区域内50,000m2 以上）を
行う者に対する譲渡

・開発許可を受けて、住宅建設の用に供される 1,000m2 以上（三大都市圏の市街化区域において
は 500m2 以上）の一団の宅地造成事業を行う者に対する譲渡  

・開発許可を要しない場合に、都道府県知事の優良宅地認定を受けて、住宅建設の用に供される
1,000m2 以上（三大都市圏の市街化区域においては 500m2 以上）の一団の宅地造成事業を行う
者に対する譲渡等  

・優良住宅認定を受けて、25戸以上の一団の住宅建設事業または15戸以上もしくは床面積1,000m2

以上のマンション建設事業を行う者に対する土地の譲渡

（3）確定優良住宅地等予定地のための譲渡
　確定優良住宅地等予定地のための譲渡とは、宅地の造成または住宅の建設を行う者に対する土地
等の譲渡で、その譲渡の日から同日以後 2 年を経過する日の属する年の 12 月 31 日までの期間内
に、前掲優良住宅地等のための譲渡の一定の譲渡に該当することが確実であると認められるものを
いいます。
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